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○

漁
業
法
（
昭
和
二
四
年
法
律
第
二
六
七
号
）

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
漁
業
生
産
に
関
す
る
基
本
的
制
度
を
定
め
、
漁
業
者
及
び
漁
業
従
事
者
を
主
体
と
す
る
漁
業
調
整

機
構
の
運
用
に
よ
つ
て
水
面
を
総
合
的
に
利
用
し
、
も
つ
て
漁
業
生
産
力
を
発
展
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
漁
業
の
民
主
化
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
漁
業
調
整
に
関
す
る
命
令
）

第
六
十
五
条

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
取
締
り
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
、
特
定
の
種
類
の
水
産
動

植
物
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
も
の
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
営
む
漁
業
若
し
く
は
特
定
の
漁
業

の
方
法
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
営
む
漁
業
（
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
係
る
も
の

に
限
る

）
を
禁
止
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
漁
業
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農

。

林
水
産
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
漁
業
取
締
り
そ
の
他
漁
業
調
整
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
て
必
要

な
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

水
産
動
植
物
の
採
捕
又
は
処
理
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
を
営
む
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と

及
び
農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
を
除
く

）。

二
～
四

（
略
）

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に
は
、
必
要
な
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
罰
則
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
罰
は
、
農
林
水
産
省
令
に
あ
つ
て
は
二
年
以
下
の
懲
役
、
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
、
拘
留
若
し
く
は
科
料
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
、
規
則
に
あ
つ
て
は
六
月
以
下
の
懲
役
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
、
拘
留

若
し
く
は
科
料
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
と
す
る
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に
は
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
そ
の
製
品
、
漁
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船
及
び
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
の
没
収
並
び
に
犯
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の

全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
価
額
の
追
徴
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海

面
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
、
内
水
面
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
内
水
面
漁
場
管

理
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
務
の
区
分
）

第
百
三
十
七
条
の
三

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

一

第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

二

（
略
）

２

（
略
）
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○

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
六
年
法
律
第
三
一
三
号

（
抄
）

）

（
こ
の
法
律
の
目
的
）、

、

、

、

第
一
条

こ
の
法
律
は

水
産
資
源
の
保
護
培
養
を
図
り

且
つ

そ
の
効
果
を
将
来
に
わ
た
つ
て
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り

漁
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
水
産
動
植
物
の
採
捕
制
限
等
に
関
す
る
命
令
）

第
四
条

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特

定
の
種
類
の
水
産
動
植
物
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
も
の
の
採
捕
を
目
的
と
し
て
営
む
漁
業
若

し
く
は
特
定
の
漁
業
の
方
法
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
営
む
漁
業
（
水
産
動
植
物

の
採
捕
に
係
る
も
の
に
限
る

）
を
禁
止
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
漁
業
に
つ
い
て
、
農
林
水
産
省
令
若
し
く
は
規
則
で
定
め
る

。

と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
水
産
資
源
の
保
護
培
養
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
に
関
し
て
、
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

水
産
動
植
物
の
採
捕
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
業
を
営
む
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
及
び
農
林

水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
を
除
く

）。

二

水
産
動
植
物
の
販
売
又
は
所
持
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止

三

漁
具
又
は
漁
船
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止

四

水
産
動
植
物
に
有
害
な
物
の
遺
棄
又
は
漏
せ
つ
そ
の
他
水
産
動
植
物
に
有
害
な
水
質
の
汚
濁
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止

五

水
産
動
植
物
の
保
護
培
養
に
必
要
な
物
の
採
取
又
は
除
去
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止

六

水
産
動
植
物
の
移
植
に
関
す
る
制
限
又
は
禁
止

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に
は
、
必
要
な
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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４

前
項
の
罰
則
に
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
罰
は
、
農
林
水
産
省
令
に
あ
つ
て
は
二
年
以
下
の
懲
役
、
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
、
拘
留
若
し
く
は
科
料
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
、
規
則
に
あ
つ
て
は
六
月
以
下
の
懲
役
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
、
拘
留

若
し
く
は
科
料
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
と
す
る
。

５

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
に
は
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
漁
船
、
漁
具
そ

の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
及
び
同
項
第
六
号
の
水
産
動
植
物
の
没
収
並
び
に
犯
人
が
所
有
し
て
い
た

こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
価
額
の
追
徴
に
関
す
る
規
定
を
設

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
六
十
七
号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
（
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
設
置
）
に
規
定
す
る
海
面
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

関
係
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
、
同
法
第
八
条
第
三
項
（
内
水
面
の
定
義
）
に
規
定
す
る
内
水
面
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
で
あ
つ
て
、
河

川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
が
適
用
さ
れ
、
若
し
く
は
準
用
さ
れ
る
河
川
（
以
下
「
河
川
」
と
い
う

）
。

又
は
砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条

（
指
定
土
地
）
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
土

）

地
（
以
下
「
指
定
土
地
」
と
い
う

）
に
係
る
も
の
を
定
め
又
は
認
可
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通

。

大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1
0

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
農
林
水
産
省
令
又
は
規
則
を
定
め
又
は
認
可
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
事
務
の
区
分
）

第
三
十
五
条

第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。



1

○

沖
縄
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
七
年
規
則
第
一
四
三
号

（
抄
）

）

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
漁
業
法
（
昭
和2

4

年
法
律
第2

6
7

号
）
及
び
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和2

6

年
法
律
第3

1
3

号
）
そ
の

他
漁
業
に
関
す
る
法
令
と
あ
い
ま
つ
て
、
沖
縄
県
に
お
け
る
水
産
資
源
の
保
護
培
養
、
漁
業
取
締
り
そ
の
他
漁
業
調
整
を

図
り
、
併
せ
て
漁
業
秩
序
の
確
立
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
禁
止
期
間
）

第
３
３
条

（
略
）

（

、

、

、

、

２

か
め
類
が
放
産
し
た
卵
及
び
造
礁
さ
ん
ご
類

刺
胞
動
物
の
う
ち

い
し
さ
ん
ご
目

あ
な
さ
ん
ご
も
ど
き
目

や
ぎ
目

く
だ
さ
ん
ご
科
及
び
あ
お
さ
ん
ご
目
を
い
う

）
は
、
こ
れ
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

。

３

（
略
）

（
試
験
研
究
等
の
適
用
除
外
）

第
４
１
条

こ
の
規
則
の
う
ち
水
産
動
植
物
の
種
類
若
し
く
は
大
き
さ
又
は
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
期
間
若
し
く
は
区
域
又

は
使
用
す
る
漁
具
若
し
く
は
漁
法
に
つ
い
て
の
制
限
又
は
禁
止
に
関
す
る
規
定
は
、
試
験
研
究
、
教
育
実
習
又
は
増
養
殖

用
の
種
苗
（
種
卵
を
含
む

）
の
供
給
（
自
給
を
含
む

（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
試
験
研
究
等
」
と
い
う

）
の
た
め
の

。

。
）

。

水
産
動
植
物
の
採
捕
に
つ
い
て
知
事
の
許
可
を
受
け
た
者
が
行
う
当
該
試
験
研
究
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第1

0

号
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
第
１
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
第1

1

号
様
式
に
よ
る
許
可
証
を
交
付
す
る
。

４

知
事
は
、
第
１
項
の
許
可
を
す
る
に
当
た
り
、
制
限
又
は
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
あ
る
。

５

第
１
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
に
係
る
試
験
研
究
等
の
終
了
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
経
過
を
知
事
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
１
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
違
反
し
て
当
該
試
験
研
究
等
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。
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７

第
１
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
許
可
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
き
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
第
３
項
中
「
交
付
す
る

」
と

。

あ
る
の
は
「
書
き
換
え
て
交
付
す
る

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

。

１

第
９
条
の
規
定
は
、
第
１
項
又
は
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

※
第
９
条
（
許
可
証
の
携
帯
義
務
）


